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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　クレーンにおける積載荷重を確認する方法であって、
　ａ）前記クレーンは、特定の構成である、ブームサブアセンブリ（１）、起伏シリンダ
サブアセンブリ（２）、アンダキャリッジサブアセンブリ（５）、前記アンダキャリッジ
サブアセンブリ（５）を支持する支持部サブアセンブリ（３）、カウンタウェイトサブア
センブリ（４）、前記アンダキャリッジサブアセンブリ（５）に対して３６０°旋回可能
な上部構造サブアセンブリ（６）の少なくとも二つのサブアセンブリ（１－６）を有し、
　ｂ）前記クレーンは、前記サブアセンブリ（１－６）のパラメータにより判断される複
数の可能性のある構成を表し、
　ｃ）前記クレーンの前記サブアセンブリ固有の積載荷重は、それぞれのサブアセンブリ
（１－６）の少なくとも一つのパラメータに依存しており、
　ｄ）少なくとも一つの第１のサブアセンブリ（１、２、４、６）は、最少の数のパラメ
ータによって特定され、および／または前記パラメータの最少の数の可能性のある変化を
表し、および／または、一つまたはそれ以上のパラメータにおける変化がある際に前記ク
レーンの最大積載荷重における変化の最少の勾配を表し、
　ｅ）少なくとも一つの第２のサブアセンブリ（３、５）は、最大の数のパラメータによ
って特定され、および／または前記パラメータの最大の数の可能性のある変化を表し、お
よび／または、一つまたはそれ以上のパラメータにおける変化がある際に前記クレーンの
最大積載荷重における変化の最大の勾配を表し、
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　ｆ）前記少なくとも一つの第１のサブアセンブリ（１、２、４、６）、および、前記少
なくとも一つの第２のサブアセンブリ（３、５）のパラメータの具体的に発生している値
は、前記クレーンの前記特定の構成において確認され、
　ｇ）前記少なくとも一つの第１のサブアセンブリ（１、２、４、６）のサブアセンブリ
固有の積載荷重は、前記少なくとも一つの第１のサブアセンブリ（１、２、４、６）の少
なくとも一つのパラメータの関数として計算され、および／または、事前に定められ、お
よび格納され、および具体的に発生しているパラメータの値について、メモリから読み出
され、
　ｈ）前記少なくとも一つの第２のサブアセンブリ（３、５）のサブアセンブリ固有の積
載荷重は、前記第２のサブアセンブリ（３、５）のパラメータの具体的に発生している値
から確認されまたは計算され、確認または計算の結果は、一またはそれ以上の格納された
値に基づいて検証され、
　ｉ）前記クレーンの前記積載荷重は、前記少なくとも一つの第１のサブアセンブリ（１
、２、４、６）および前記少なくとも一つの第２のサブアセンブリ（３、５）の前記サブ
アセンブリ固有の積載荷重の低い方が選択される。
【請求項２】
　請求項１に記載のクレーンの前記積載荷重を確認する方法であって、第１のサブアセン
ブリは、一つのパラメータのみに依存するサブアセンブリである。
【請求項３】
　請求項１に記載のクレーンの積載荷重を確認する方法であって、第１のサブアセンブリ
は、多くて二つのパラメータまたは多くて三つのパラメータに依存するサブアセンブリで
ある。
【請求項４】
　請求項１ないし請求項３のいずれか一項に記載のクレーンの積載荷重を確認する方法で
あって、第２のサブアセンブリは、四つ以上のパラメータに依存し、および／または、互
いに独立に伸長され得る支持部サブアセンブリ（３）を備えるアンダキャリッジであるサ
ブアセンブリである。
【請求項５】
　請求項１ないし請求項４のいずれか一項に記載のクレーンの積載荷重を確認する方法で
あって、第２のサブアセンブリは、少なくとも三つのパラメータまたは少なくとも四つの
パラメータに依存するサブアセンブリであり、前記サブアセンブリの各パラメータは、前
記サブアセンブリの他のパラメータとは独立して、離散的に、または連続して変化し得る
。
【請求項６】
　請求項１ないし請求項５のいずれか一項に記載のクレーンの積載荷重を確認する方法で
あって、サブアセンブリのパラメータは、状態を表し、または、前記サブアセンブリの構
成またはジオメトリを判断する状態パラメータ、および／または、操作状態を表す操作パ
ラメータを含む。
【請求項７】
　請求項１ないし請求項６のいずれか一項に記載のクレーンの積載荷重を確認する方法で
あって、
　前記ブームサブアセンブリ（１）の積載荷重は、ブーム長さ、および／またはブーム角
のパラメータによって判断され、および／または、
　前記起伏シリンダサブアセンブリ（２）の積載荷重は、ブーム長さ、またはオプション
的にブーム角のパラメータにより、運動学に基づいて判断され、および／または、
　前記アンダキャリッジサブアセンブリ（５）の積載荷重は、少なくとも４つの個別支持
部から成り、伸長の長さのパラメータ、および／または、各個別支持部サブアセンブリ（
３）について互いに独立に判断され得る支持力のパラメータによって判断され、および／
または、
　前記カウンタウェイトサブアセンブリ（４）の積載荷重は、重量値および重心の位置の
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パラメータによって判断され、および／または、
　クレーンサブアセンブリの積載荷重は、ブームサブアセンブリ（１）の積載荷重、起伏
シリンダサブアセンブリ（２）の積載荷重、支持部サブアセンブリ（３）の積載荷重、カ
ウンタウェイトサブアセンブリ（４）の積載荷重、アンダキャリッジサブアセンブリ（５
）の積載荷重、および上部構造サブアセンブリ（６）の積載荷重により判断される。
【請求項８】
　請求項１ないし請求項７のいずれか一項に記載のクレーンの積載荷重を確認する方法で
あって、前記サブアセンブリの前記具体的に発生しているパラメータの値は、一またはそ
れ以上のセンサ（７－１３）によって確認される。
【請求項９】
　請求項１ないし請求項８のいずれか一項に記載のクレーンの積載荷重を確認する方法で
あって、計算を検証するために、与えられたパラメータ値に一致し、および／またはそれ
ぞれのパラメータについて最小の上方向または下方向の偏差を表す格納されたパラメータ
セットが提示される。
【請求項１０】
　請求項１ないし請求項９のいずれか一項に記載のクレーンの積載荷重を確認する方法で
あって、検証は、格納された値に基づいて確認された、パラメータを変化させて積載荷重
がいかに変化するかという勾配観察に基づいて、計算された積載荷重値がもっともらしい
かどうかについて行われる。
【請求項１１】
　請求項１ないし請求項１０のいずれか一項に記載のクレーンの積載荷重を確認する方法
を実行する手段を備えるクレーン。
【請求項１２】
　請求項１１に記載のクレーンであって、請求項１ないし請求項１０のいずれか一項に記
載のクレーンの積載荷重を確認する方法に基づいて確認された全ての状態パラメータを表
す手段を備えるクレーン。
【請求項１３】
　請求項１ないし請求項７のいずれか一項に記載のクレーンの積載荷重を確認する方法で
あって、前記サブアセンブリの前記具体的に発生しているパラメータの値は、手動入力に
よって確認される。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、クレーンの積載荷重を確実に確認する方法、クレーンの安全性を監視する方
法、および前記方法を実行可能で、例えば可変支持ベースを備えることのできるクレーン
に関する。　本発明は、また、３次元作業曲線を計算すること、および、クレーンの機能
要素が移動される際の許容速度を確認することに関する。
【背景技術】
【０００２】
　クレーンの積載荷重は、複数のサブアセンブリ固有の個別積載荷重、あるいは、様々な
クレーンの構成要素またはクレーンのサブアセンブリの閾値の露出状態から成る。
ある閾値の露出状態は、いくつかのパラメータに基づいて比較的容易に確認され得るもの
であり、また、いくつかの状態について一定であり、他の閾値の露出状態は、多数のパラ
メータによって影響を受け、かつ、何らかの困難を伴うだけで、しばしば事前に確かめら
れ得る。閾値の露出状態または容易に確認される閾値曲線は、しばしば一つのパラメータ
のみに依存しており、例えば、２次元閾値曲線として事前に確認され得るものであり、メ
モリに格納される。このメモリは、必要に応じてアクセスすることができ、個々に、現在
または具体的に発生するパラメータについて、割り当てられ、事前に計算された最大軸受
荷重をそのメモリから読み出すことができる。
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、異なる状態であると仮定することができ、または一部において互いに独
立して構成され得るクレーンサブアセンブリが多数存在する場合には、閾値曲線を示すこ
と、あるいは、多数の方法で構成され得る、クレーン全体についての一般的なサブアセン
ブリ固有の最大露出状態の閾値を示すことには、問題がある。例えば、第１サブアセンブ
リがｎ１の可能性のある構成を有し、第２サブアセンブリがｎ２の可能性のある構成を有
し、そして第３サブアセンブリがｎ３の可能性のある構成を有する場合、これは、クレー
ン全体についてｎ１×ｎ２×ｎ３の構成の合計という結果になる。一つの可能性のある構
成が、離散的な数の異なる状態として理解され得ず、むしろ例えば、無限に可変的な方法
で、例えば、一または全ての支持部が無限に可変的な方法で伸長され得る場合には、これ
は、無限の数のクレーンの構成という結果になり、この場合には、個々の与えられた構成
の状態について、全ての可能性のあるクレーンの状態について、クレーンの全積載荷重を
事前に示すことはできない。支持部サブアセンブリだけでも、事前に判断し、全ての可能
性のある構成についてサブアセンブリの特定の積載荷重を格納することはできない。
【０００４】
　特定の個々の状態についての積載荷重を特定する個々のクレーンサブアセンブリについ
て、安全動作範囲を示すことはできるが、例えば、無限に可変的な方法で調整され得るク
レーンサブアセンブリの場合には、実際の状態は確認され、積載荷重は、例えば、隣接す
るサンプリングポイント間を補間することにより確認され、このアプローチは、しかしな
がら、低すぎる軸受荷重を確認するかもしれず、クレームのエンプロイヤビリティを、ひ
どく制限しすぎる。
【０００５】
　クレーンの安全性は、クレーンがクレーンの操作者によって操作されている間にモニタ
される。クレーンの安全性は、様々な所定の安全基準が観測される限り、確保される。可
能性のある安全基準は、クレーンの構造的な完全性、つまり、例えば、負荷、風、上部構
造の特定の旋回角等によりクレーンが傾くことを防ぐことだけでなく、例えば、構成部品
の強度、または、ブーム、リフトケーブル、荷重フック、旋回リングシリンダ、および起
伏シリンダのようなクレーンシステムの積載荷重である。
【０００６】
　欧州特許ＥＰ第２６７４３８４Ａ１は、クレーンの操作中における複数の安全基準を、
クレーンの操作中に、クレーンの構成またはクレーンの動作に関する少なくとも一つのパ
ラメータに依存する各基準について、許容される特定の閾値を計算することによりモニタ
すること、および閾値が観察されるかどうかをモニタすることを提案しているが、ここで
は、対応する基準についての軸受荷重テーブルを考慮するステップは完全に省略されてい
る。
【０００７】
　国際公報ＷＯ２０１５／１６２０９６Ａ１は、ブームを備えるモバイルクレーンを操作
する方法を開示しており、最大の許容し得る軸受荷重は、ブームの位置の所定範囲内にお
ける複数の位置について確認され、軸受荷重の閾値または軸受荷重の範囲は、サスペンデ
ィッドな負荷、およびブームの位置の所定範囲内における複数の位置についての最大の許
容し得る軸受荷重に基づいて確認され、移動型クレーンは軸受荷重閾値または軸受荷重範
囲に従って操作される。
【０００８】
　ドイツ特許ＤＥ１０２０１５００６９９２Ａ１は、クレーンを操作することについての
関連データを計算する方法を開示しており、クレーンの複数のパラメータは、当初はクレ
ーンにおいて判断され、通信ネットワークを介してコンピュータセンタに送信され、クレ
ーンの操作に関する一またはそれ以上のデータは、受信されたクレーンパラメータに基づ
いてコンピュータセンタで計算および選択され、クレーンの操作に関連する計算され選択
されたデータは、クレーンに返送される。
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【０００９】
　本発明の目的は、少なくとも２つのサブアセンブリを備えるクレーンの積載荷重を確認
する方法を提案する。
【００１０】
　この目的は、独立クレームの主題により解決される、他の有利な実施形態は、従属クレ
ームにおいて定義される。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　機能的要素
　機能的要素は、例えば、ブーム、リフト機構、起伏シリンダ、支持部、またはカウンタ
ウェイトのような特定の機能を実行できるクレーンの機能部である。機能的要素の状態は
、少なくとも一つのパラメータによって表され、また定義される。機能的要素が、機能的
要素の構成、つまり、例えば、そのジオメトリ、例えばその長さまたは旋回角、を定義す
る、様々な状態（例えば、可変ブームは長さとブーム角の２つの状態パラメータを備え、
支持部は、エクステンションまたは支持ブレッドの長さの状態パラメータを備える）を持
つことができる。クレーンは、通常は、操作される前に構成され、機能的要素の状態パラ
メータが判断される。リフト工程、つまり、状態パラメータが一定を維持する間は、通常
はさらなる再構成はない。
【００１２】
　しかしながら、個々の機能的要素は、操作中、すなわち、例えば負荷をリフティングし
ている間、（状態パラメータとは反対に）操作パラメータによって定義される様々な状態
を仮定することもできる。リフト機構の操作パラメータは、例えば、リフトの高さを含み
、支持部の操作パラメータは、例えば支持圧を含み、ブームの操作パラメータは、例えば
、ブーム角またはチップ角を含む。
【００１３】
　機能的要素は、（例えばリフト重量のトン数で計測される）露出状態を、機能的要素が
、堅固さ、すなわち、フェイルセーフまたは動作的な確実性を維持するまで示す特定のま
たは明確な強度を示すことができる。
【００１４】
　機能的要素は、（例えばリフト重量のトン数で計測される）露出状態を、機能的要素が
、安定性、すなわち、例えば傾かず、クレーンを傾かせないことを維持するまで示す特定
のまたは明確な強度を示すことができる。
【００１５】
　強度と安定性は、機能的要素の構成（つまり、例えば、その状態パラメータ）および／
またはその操作パラメータに依存することができ、異なる構成および／または異なる操作
状態は、結果として、異なる許容可能な露出状態となる。
【００１６】
　機能的要素は、強度と安定性の両方を満足する必要があるので、積載荷重は、その２つ
の基準の考慮の下で確認することができる。強度を考慮した最大の積載荷重、および安定
性を考慮した最大の積載荷重について、より低い最大積載荷重は、通常、許容し得る軸受
荷重として選択される。オプションとして、強度のみを考慮して積載荷重を確認すること
も可能である。安定性は、クレーン全体として、つまり、個々の機能的要素を備えたクレ
ーンとしてモニタすることができる。
【００１７】
　機能的要素が、ただ一つの状態パラメータを有する場合、積載荷重または最大軸受荷重
は、例えば、状態パラメータに対してプロットされ得る。これは、２次元閾値曲線（また
は閾値の露出状態および／または有効範囲）として言及され得る。機能的要素が三つ以上
の状態パラメータを有する場合、これは、３次元または複数次元の閾値曲線、および／ま
たは閾値平面を得る結果となり得る。
【００１８】
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　サブアセンブリ
　サブアセンブリは、少なくとも、一つの機能的要素を含むが、二つ以上の機能的要素を
備えることもできる。
【００１９】
　クレーンの典型的なサブアセンブリは、ブーム、またはメインブームのようなブームの
部分、チップエクステンション、あるいはブーム全体、上部構造もしくはカウンタウェイ
トのような上部構造の部分を含み、その位置を考慮して、リフト機構、旋回コネクション
（slewing connection）、または、起伏シリンダ、およびアンダキャリッジもしくはアウ
トリガのようなアンダキャリッジの部分、ドライブアセンブリフレーム、重心、アセンブ
リング状態等を含む。
【００２０】
　機能的要素のように、サブアセンブリは、個々のサブアセンブリ固有の閾値曲線または
サブアセンブリ構成の積載荷重からの結果としての閾値曲線を有する。それぞれのサブア
センブリ構成の最も低い最大軸受荷重は、例えば、許容軸受荷重として選択される。
【００２１】
　サブアセンブリは、例えば、起伏シリンダ、リフト機構、カウンタウェイト、および油
の量から成る上部構造のような複数の機能的要素を備える。油の量は、例えば、油圧シリ
ンダの位置のような操作状態に著しく依存して変動し得るものであり、したがって、上部
構造の重量およびクレーンの全体の重心に影響を与え得る。パラメータとして、これは、
構造的な統一性、および／または傾きに対する抵抗に関連し得る。他のサブアセンブリは
、例えば、伸長の様々な長さ、等しいまたは独立した値を有する、もしくは、互いに異な
る強度および支持力閾値を表す四つ以上の支持部から成るアンダキャリッジであり得る。
【００２２】
　例えば、以下の議論がなし得る。
【００２３】
　ブームサブアセンブリ
　機能的要素：伸縮部分、伸縮シリンダ、チップエクステンション、ブレイシング装置
　下部構造サブアセンブリ
　機能的要素：ターンテーブル（鋼構造）、起伏シリンダ、リフト機構、旋回コネクショ
ン、カウンタウェイト
　アンダキャリッジサブアセンブリ
　機能的要素：ドライブアセンブリフレーム、アウトリガ部、アウトリガシリンダ、タイ
ヤ
【００２４】
　閾値の露出状態／閾値曲線
　軸受荷重曲線を含む、閾値の露出状態または閾値曲線は、（機能的要素、サブアセンブ
リ、またはクレーンについて）与えられた構成において、つまり、状態パラメータ、およ
びオプションとして操作パラメータにしたがって、上昇し得る最大軸受荷重を含む。
【００２５】
　一以上の閾値の露出状態または閾値曲線は、機能的要素、またはクレーンのサブアセン
ブリ、および／またはクレーン全体の軸受荷重を読み出す、または確認するために、与え
られた現在のクレーンの構成についてクレーンが構成される間、または後に、以前にアク
セスしたメモリに格納することができる。
閾値の露出状態または閾値曲線は、多数の離散値としても格納することができ、それぞれ
の与えられた構成についての軸受荷重は、例えば欧州特許ＥＰ第１７４８０２１号に記載
されているように、格納された値を必要に応じて補間または外挿することにより確認する
ことができる。
【００２６】
　閾値の露出状態または閾値曲線は、一部分において、または完全に、必要に応じて、一
またはそれ以上の公式の関係、事前の計算、または計算によって示され得るものであり、
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必要ならば、格納された閾値の露出状態または閾値曲線により補われ得る。
【００２７】
　閾値の露出状態または閾値曲線によって、その各構成においてクレーンの積載荷重の全
体を確認することができ、固定された構成を有するクレーンの操作パラメータに従って、
クレーンの操作状態が異なると、例えば、軸受荷重が異なることになる。所定のおよび一
定の構成を考慮すると、操作パラメータが、クレーンの最大積載荷重に何ら影響を与えな
いようにすることもできる。
【００２８】
　軸受荷重の確認
　原則として、軸受荷重または積載荷重は、クレーンの現在の構成を用いた計算に基づい
て、あるいは、与えられたクレーンの状態について現在生じているパラメータに基づいて
、クレーンについて確認できる。代替的に、またはそれに加えて、クレーンの積載荷重は
、一またはそれ以上の事前に確認された、あるいは計算された、および格納された積載荷
重に基づいて、もしくは、一またはそれ以上の機能的要素またはサブアセンブリの積載荷
重値に基づいて確認し得る。二つの方法の組み合わせ、つまり、事前に格納した値に基づ
いて、および例えば、公式の関係に基づき、または、補間または外挿計算に基づくように
、計算に基づいて、クレーンの積載荷重を確認することも可能である。
【００２９】
　軸受荷重、あるいは、例えば伸縮ブームとして具現化されるメインブームのようなブー
ムのブーム閾値曲線は、例えば、各伸縮状態について、事前に確認し、格納することがで
きる。それらは、例えば、最大軸受荷重と、連続的パラメータとして、例えば予め定め得
る半径との間の割り当ての形式で格納することができる。図に示すように、これは、半径
（radius）に対してプロットされる軸受荷重曲線という結果になる。そのような曲線は、
例えば、それぞれの伸縮状態について格納される。
【００３０】
　もし、例えば、２つのボルト穴をそれぞれ備えた５つの伸縮段階が、ブームに設けられ
ていた場合には、これは、それぞれの伸縮段階（完全に引き込まれている状態、ボルト穴
によって定義される二つの異なる伸長状態）に３つのポジションがあることになるので、
合計で３５＝２４３の伸縮状態またはメインブームの長さまたは異なる構成が可能になる
。もし、ブーム閾値曲線が事前に確認され、これらの２４３の伸縮（telescopic）状態の
それぞれについて格納された場合には、合計で２４３曲線がメモリに与えられる。
【００３１】
　積載荷重またはブーム（boom）の軸受荷重は、公式として以下のように表すことができ
る。
【００３２】
loadboom = fboom(tele, radius)
【００３３】
　カウンタウェイトＣＷについて様々な構成は、格納することができ、１０の異なる構成
が例によって仮定し得る。
【００３４】
　上部構造については、ターンテーブル（turntable）自身の強度は、例えば、ブームお
よびカウンタウェイトＣＷの関数として、例えば事前に確認および格納することができる
。これは、公式として以下のように表すことができる。
【００３５】
loadturntable = fturntable(loadboom, CW)
【００３６】
　上部構造（superstructure）の強度および全体の重心は、ブーム、カウンタウェイト、
およびターンテーブルに依存しており、公式として以下のように表すことができる。
【００３７】
loadsuperstructure = fsuperstructure(fturntable(loadboom, CW), CW, fboom(tele, r
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adius))
【００３８】
　伸縮状態（上述の例では２４３曲線）のパラメータおよびカウンタウェイトＣＷ（例に
したがって１０の異なる構成）は、理論的には、２４３０曲線という結果になる。現在の
上部構造閾値曲線は、計算される。
【００３９】
　旋回コネクション（slewing connection）は、格納された閾値曲線を表すことができ、
適用できる場合は、上部構造荷重を削減することができる。
loadslewing connection = fslewing connection(loadsuperstructure(tele, radius, CW
))
【００４０】
　これは、しかしながら、格納された曲線の数に影響を与えることがなく、与えられた例
では、２４３０を維持する。
【００４１】
　アンダキャリッジは、アウトリガボックスおよびアウトリガシリンダの形式として具現
化され得るｎ個のアウトリガ（典型的には４、しかしオプションとしてそれよりも少なく
または多く、例えば、６または８個のアウトリガ）を備える。ｎ個のアウトリガのそれぞ
れは、アウトリガの構成、つまり、例えばその伸長の長さ（length）に依存する閾値曲線
を表す。
【００４２】
loadAi = f(lengthAi)
【００４３】
　アンダキャリッジの構成は、したがって、ｎ個のパラメータ、つまり、例えば、ｎ＝４
のパラメータによって特定され得る。
【００４４】
　ｎ個のアウトリガのそれぞれは、例えば、三つの別々の伸長の長さを表し、３４＝８１
の異なる組み合わせ、つまり、この場合には、２４８０×８１＝１９６８３０の組み合わ
せとなる。
【００４５】
　そのような大きい数の曲線を格納しなければならないことを避けるために、例えば、３
個だけのアウトリガ構成のような、所定の限定されたｎ個の基本のアウトリガ構成だけを
考慮し、格納することも可能かもしれない。上記の例としては、全ての支持部が０％延び
る（第１アウトリガ構成）；全ての支持部が５０％延びる（第２アウトリガ構成）；およ
び全ての支持部が１００％延びる（第３アウトリガ構成）、がある。この場合には、より
少ない組み合わせとなり、つまり、２４３０×３＝７２９０の組み合わせ（与えられた例
では、ｎ＝３）となる。
【００４６】
　アンダキャリッジは、付加的に、旋回角（アンダキャリッジに関連した上部構造の旋回
）を含む。旋回角は、連続的に調整し得る。もし、パノラマ的な３６０°の旋回角につい
て、１°の角分解能が選ばれるならば、これは、３６０の組み合わせとなる。上記の例で
述べた２４３０の曲線が１°の角分解能で格納される場合は、結果として、３つのアウト
リガ構成について、合計で、３６０×２４３０×３＝２６２４４００曲線となる。技術的
な理由により、しかしながら、大きな数の曲線を格納することは、問題を含み、実現可能
ではない。
【００４７】
　それに代えて、またはそれに加えて、全３６０°の旋回範囲が、例えば、考えることが
できるが、最大軸受荷重は、全３６０°の旋回範囲に亘って関連するように示され、最も
小さい最大軸受荷重の旋回角は、最も信頼のおけるもの、つまり、原理的により多くの軸
受荷重を有するかもしれない旋回角についての最大軸受荷重が犠牲にされる。
【００４８】
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　または、３６０°の旋回範囲は、細かく分割され、所定の旋回角の部分が、許容される
最大軸受荷重が、一定として確認でき、予め判断できるように定義し得る。例えば、それ
ぞれ９０°でｍ＝４の範囲のように、ｍの範囲または異なるサイズを予め定めることがで
きる。与えられたｎ個のアウトリガの構成およびｍの範囲へ分割された場合には、可能さ
れるべきｎ×ｍ×（あり得る伸縮状態）×（あり得るカウンタウェイト構成）個の曲線、
つまり、例えば、上述の例では、３×４×２４３×１０＝２９１６０個の曲線が得られる
。これは、上記した２６２４４００個の曲線の数を著しく削減するが、そのような大きな
数の曲線を確認し、格納することは、しかしながら、特に、例えばブームがより多くのボ
ルト穴および／または様々な傾きが操作中に用いられる時には、技術的に難しく、または
実施することには問題がある。
【００４９】
　本発明の一実施形態によれば、クレーンの積載荷重は、例えば、機能要素および／また
はサブアセンブリの予め格納された積載荷重値のような、予め格納された値を計算し、お
よびアクセスすることにより、確認される。
【００５０】
　本発明の意味の中では、計算は、例えば、機能的要素および／またはサブアセンブリの
特徴的に発生する状態パラメータおよび／または操作パラメータについて、最大軸受積載
荷重がどれだけ大きいかを確認または計算できる手段によって、公式的関係が知られてい
ることを意味する。
【００５１】
　本発明の一実施形態によれば、参照データまたは検証データは、確認された最大軸受荷
重が例えばもっともらしいかどうかを確認するために、検証し、またはチェックする目的
で、事前に確認した、および格納した値に基づいて、提示することができ、計算された結
果は、有効化され、または検証され得る。
【００５２】
　計算を検証するために、選択された軸受荷重曲線は、例えば、以下のように格納され得
る。
－　３６０°についての軸受荷重、全ての支持部が１００％伸長し（完全に伸長）、最大
軸受荷重（例）が１０ｔ。
－　３６０°についての軸受荷重、全ての支持部が同じであるが、部分的に伸長し（例え
ば８０％まで）、最大軸受荷重（例）が９ｔ。
－　オプションとして、３６０°についての付加的な軸受荷重、全ての支持部が部分的に
伸長し（例えば３０％、５０％等）、最大軸受荷重（支持部が５０％まで伸びた例）が６
ｔ。
－　３６０°についての軸受荷重、全ての支持部が０％伸長（完全に引き込まれている）
、最大軸受荷重（例）が２ｔ。
さらに、支持部の伸長の所定の状態で、所定の旋回角について、参照軸受荷重ポイントを
格納することもオプションとして可能である。
【００５３】
　ブームが支持部の上にある角度（例えば、４５°、１３５°、２２５°、および３１５
°）が旋回角として考えられる場合は、これは、一般的には高い軸受荷重、つまり、個々
のアプリケーションにおいて、パノラマ的な軸受荷重（３６０°の軸受荷重）となる。以
下は、一例（例えば、支持部が完全に伸びた、つまり、４×１００％の例）として与えら
れるかもしれない。
－　４５°／１３５°／２２５°／３１５°の軸受荷重：至るところで等しく、１３ｔ。
【００５４】
　支持部が同じ状態（つまり、例えば４×１００％伸長）の場合、中間状態、つまり、例
えば、上方から見て、ブームが支持部の間に位置し、ブームが支持部の上にある上記の例
よりも低い軸受荷重となる、０°、９０°、１８０°、および２７０°の旋回角について
の軸受荷重、を確認することもオプション的に可能である。
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【００５５】
　至るところで等しく１０ｔの最大軸受荷重は、一例の実施形態として（最小限として、
３６０°のパノラマ的な荷重として）、これらの状態について与えられる。
【００５６】
　一般的には、上記の軸受荷重曲線または軸受荷重値は、支持部の一またはそれ以上の所
定の伸長状態（つまり、例えば、全ての支持部が引き込まれている；全ての支持部が部分
的に、例えば１０％、２０％、・・・、９０％のように伸長している；および全ての支持
部が完全に伸長している）について、パノラマ的な軸受荷重（３６０°についての軸受荷
重）および／または所定のセクタまたは個々の角度もしくは角度の範囲（上述の例、支持
部の上のブーム、または支持部の間のブーム、を参照のこと、）として、事前に確認でき
、格納できる。
【００５７】
　上述の例に加えて、参照軸受荷重ポイントは、例えば、部分的に伸長した支持部のみ、
例えば以下のように、例えば４×８０％、について、確認し、格納することができる。
－　４５°／１３５°／２２５°／３１５°の軸受荷重：至るところで等しく１１ｔ。
－　９０°／２７０°（支持部の間のブーム）の軸受荷重：至るところで軸受荷重９ｔ（
最小限、パノラマ的荷重）。
－　０°／１８０°（支持部の間のブーム）の軸受荷重：至るところで軸受荷重１０ｔ。
【００５８】
　選択された状態について参照軸受荷重ポイントを、事前に確認すること、および格納す
ることは、軸受荷重を確認するためには（例えば、正確に特定された状態の一つが発生し
た場合には、これは可能であるかもしれないが、）本発明によっては用いられない。これ
らの事前に格納した値または曲線は、代わりに、計算を検証するために用いられる。軸受
荷重は、事前に可能した値に基づく補間または外挿によって、本発明に従って確認されず
、代わりに計算によって確認され、一またはそれ以上の計算された軸受荷重値は、事前に
格納された参照データに基づいて検証され、または有効化される。参照データは、最大軸
受荷重についての確認された数値に影響を与えることがなく、確認された数値を研修する
ためにのみ、つまり、それが有効で使用可能であること、あるいは、それが無効であるこ
とを確認するためにのみ、用いられる。後者の場合は、警告信号が、例えば、出力され、
および／またはクレームは自動的に遮断され、停止され得る。
【００５９】
　例１
　現在のクレーンの構成において、アウトリガの全てが完全に伸長している（４×１００
％）。（アンダキャリッジに関連する上部構造の）旋回角は３５°。
【００６０】
　所定の公式に基づく計算は、１２．５ｔの最大軸受荷重をもたらす。
【００６１】
　１２．５ｔの計算値を検証するために、参照は、例として上述したように、本発明にし
たがって、事前に格納した参照値について作成され、検証する目的において、参照は、例
えば現在の構成に対して、できる限り近い一またはそれ以上の事前に格納したデータセッ
トについて作成され、つまり、例えば個々のパラメータ値が、発生しているパラメータ値
からの小さなまたは最小の偏差に一致し、または、それを表し、所定のパラメータ値（つ
まり、次に大きい、および／または次に小さい格納された値）からの最小の上方向および
／または下方向の偏差を表すデータセットを使用することができ、計算された最大軸受荷
重を検証するために提示され得る、一またはそれ以上の参照値または相対的な値が、確認
され得る。
【００６２】
　上記した一例の実施形態については、参照軸受荷重ポイント（旋回角：４×１００％で
４５°）は、例えば、最初の相対的値として提示することができ、上記の一例の実施形態
では、１３ｔの最大軸受荷重を表す。
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【００６３】
　旋回角が０°で、４×１００％で得られる第２の最も近い事前に格納した値は、上記の
一例の実施形態では、１０ｔのより低い軸受荷重と共に格納される。
【００６４】
　上述したように、旋回角が支持部の上である時（例えば、４５°）、最大軸受荷重は、
１０ｔを示す旋回角が支持部の間の時（０°）よりも大きくなり得る（一例の実施形態で
は１３ｔ）ことは知られているので、１０ｔと１３ｔの間の間隔は、計算された最大軸受
荷重がもっともらしく、および有効化できるかどうかを検証するために、事前に格納した
軸受荷重値に基づいて、もっともらしい間隔として確認され、示され得る。
【００６５】
　一例の実施形態では、１２．５ｔと敬作された確認された軸受荷重は、示された間隔内
であり、計算された軸受荷重は、正しいと仮定される。
【００６６】
　計算が間隔内ではない値をもたらしたとすると、エラーが発生したと過程され、遮断工
程が、例えば実行され得る。
【００６７】
　例２
　現在の構成は、４×８０％（アウトリガ）および３５°（旋回角）とする。
【００６８】
　計算は、１０．８ｔの軸受荷重をもたらす。
【００６９】
　この計算を検証するために、以下のような、最も近い事前に格納されたデータセットが
、上記の例に基づいて提示され得る。
－　４×８０％（支持部）、４５°の旋回角：事前の格納された最大軸受荷重１１ｔ
－　４×８０％（支持部）、０°の旋回角：事前の格納された最大軸受荷重９ｔ
【００７０】
　１０．８ｔの計算された現在の軸受荷重は、９ｔと１１ｔの間の間隔内であり、有効と
考えられる。
【００７１】
　改善された検証を実行できるようにするために、軸受荷重値の傾向または勾配が考慮さ
れ得るものであり、考慮される付加的な情報は、例えば、支持部が伸長されるほど、軸受
荷重が普通はより大きくなり、支持部が引き込まれるほど、より小さくなるということで
ある。
【００７２】
　上記一例の実施形態は、他のパラメータについて同様に提示され得るものであり、上述
した勾配の観察のように、もっともらしい観察を実行するために、状態が安定しており（
より高い軸受荷重を有する状態、または構成、もしくはパラメータ値）、かつ、状態また
はパラメータ値がより低い軸受荷重を有する情報を考慮することも可能であることに注意
すべきである。相対的な間隔は、例のみとして、上述した一例の実施形態において与えら
れているが、段階的なデータセットまたは相対的な間隔をより細かく、もしくはより広く
用いることも可能である。一般的に、計算の完全な状態が、より徹底的に検証さるほど、
より細かく事前に格納されたパラメータが、細分化される。
【００７３】
　相対的に簡単な公式を用いて計算を実行することは、本発明に従って可能である。この
計算は、比較的に少ない事前に格納したデータセットに基づいて、検証し、有効化し得る
。
【００７４】
　従って、非常に大きな数の曲線を事前に計算し、格納する必要、および、直接的にこれ
らの曲線を使うこと、および／またはこれらの曲線の間を補間することは、もはや必要な
い。それらは、実際の計算、例えば補間することによっては、用いられないが、計算を検
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証するためのみに用いられるので、かわりに、格納された曲線の数を著しく削減すること
が、本発明に従って可能である。したがって、例えば、事前に格納された値間の補間から
得られた値ではなく、本発明にしたがって相応して有効化される計算のみが、確認された
軸受荷重として用いられる。
【図面の簡単な説明】
【００７５】
　一例の実施形態に基づいて、および図面を参照しつつ、本発明が説明される。
【図１】図１は、ブーム（積載荷重に対する半径）の２次元積載荷重曲線を示す図である
。
【図２】図２は、ブーム強度、旋回コネクション、および起伏シリンダに基づく、上部構
造の閾値曲線を示す図である。
【図３】図３は、３６０°テーブル操作モードを示す図である。
【図４】図４は、制限された作業範囲の操作モードを示す図である。
【図５】図５は、セクタに特定した積載荷重の操作モードを示す図である。
【図６】図６は、最適化された積載荷重の操作モードを示す図である。
【図７】図７は、軸受荷重および作業範囲を表示する操作パネルを示す図である。
【図８】図８は、機能的要素を備えるクレーンを示す図である。
【図９】図９は、図８のクレーンのセンサを示す図である。
【図１０】図１０は、軸受荷重量を計算するためのフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００７６】
　ブームシステムは、例えば、２次元パラメータセットの「積載荷重に対する半径」およ
び／または「積載荷重に対するブーム角」の形で閾値曲線を有することができる。これら
のデータは、例えば、半径について１．０メートルおよび角度について１．０°の所定の
増加量で、例えば計算し、格納することができる。
【００７７】
　図１に示すように、ブーム長さの有限数、および／または、伸縮状態、およびオプショ
ンとしてチップ長さの組み合わせについての２次元パラメータセットの有限数を、例えば
計算し、格納することができ、ブーム長さ（または半径）は、Ｘ軸に沿ってプロットされ
、最大軸受荷重は、Ｙ軸に沿ってプロットされる。１５メートルのブーム長さでの最大積
載荷重が約３０トンと測定されることは、例えば、事前に計算され、マークされた閾値曲
線から、読み取ることができる。
【００７８】
　他の機能的要素または上部構造の構成要素についての閾値曲線は、通常、同様に２次元
であり、ブームの閾値曲線と組み合わされ得るものであり、結果として生じる２次元パラ
メータセットを形成する。カウンタウェイトの有限数nG、およびブーム長さnAは、例えば
、合計で、上部構造全体ついての、nA* nAの２次元パラメータセットとなる。
【００７９】
　図２は、既に図１に示したブーム強度ＢＭについて軸受荷重を示し、旋回コネクション
ＳＣ、起伏シリンダＤＣ、および上部構造ＳＳ（例としてブームの半径に対して全てプロ
ットされている）についての閾値曲線は、付加的にマークされ、それらを比較可能とする
。起伏シリンダ曲線は、例えば、起伏シリンダ長さに対してプロットすることができる。
起伏シリンダ長さおよび半径の間の関係は、クレーンの状態を用いて引き出され得る。図
２に示すことができるように、これは、最小限のサブアセンブリとして、マークされた最
低の曲線となり、これらの機能的要素を備えるサブアセンブリについての軸受荷重曲線と
なり、前記軸受荷重は、例えば、約７メートルのブーム長さまで、ブーム強度閾値曲線に
よって判断される。７メートルから約２４メートルまでの範囲のブーム長さについては、
サブアセンブリ軸受荷重は、旋回コネクションの閾値曲線が、前掲の範囲において、他の
閾値曲線よりも、より低い値をとり得るので、旋回コネクションの閾値曲線によって判断
される。約２４メートルのブーム長さの値については、サブアセンブリ軸受曲線は、この
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範囲の最も低い許容軸受荷重を表す起伏シリンダ閾値曲線によって定義される。
【００８０】
　図２に示す上部構造の閾値曲線は、例として一定のカウンタウェイトについて示される
。異なるカウンタウェイトについては、異なる閾値曲線が、与えられた方法で確認し得る
。
【００８１】
　アンダキャリッジの構成要素についての閾値曲線は、普通、同様に、２次元パラメータ
セットによって表され、アンダキャリッジ（旋回角）に関連する上部構造の一は、変数と
して除外され、全ての位置について許容し得る最小の値は、事前に確認される。個々のパ
ラメータ、特に、支持部の伸長の長さに多数の組み合わせが存在する場合には、これは、
上部構造のパラメータセットとのさらなる可能性のある組み合わせとなる。例えば、４つ
の支持部Ｓ１、Ｓ２、Ｓ３、およびＳ４がある場合、これは、上部構造のパラメータセッ
トとのnS1*nS2*nS3*nS4の可能性のある組み合わせとなり、個々のパラメータnSは、多数
の有限の状態において、あるいは、無限（無限に変化する）数の状態において発生するの
で、有限または有限の多数の組み合わせの結果となる。しばしば、支持部の状態の数は限
られており（例えば、０％、５０％、および１００％の伸長の長さのように）、組み合わ
せの数も限られている（例えば、全て０％、全て５０％、全て１００％、一方の側５０％
、反対側１００％等）。
【００８２】
　パラメータnS1, nS2, nS3, nS4について、無限のまたは無限に変化する組み合わせが存
在する場合には、つまり、例えば、支持部が、それぞれ別個に、無限に変化するやり方で
伸長できる場合には、これは、無限数の可能性のある組み合わせとなる。
【００８３】
　全体の軸受荷重は、アンダキャリッジ（旋回角）に関連する上部構造の変化する位置を
取り除くことによって最小の値の曲線まで削減される場合、変化する「旋回角」が一定に
設定される場合、例えば、より高い積載荷重を示すことができるアンダキャリッジに関連
する上部構造の特定の旋回位置のような範囲は、最適には用いられない。
【００８４】
　少なくとも二つのサブアセンブリを備えるクレーンの積載荷重は、少なくとも一つのパ
ラメータ、例えば、操作パラメータ、および／または状態パラメータによって特定され、
例えば、閾値の露出状態、または、閾値曲線、もしくは、最も低い数のパラメータ、また
は最小の数のパラメータ、もしくは、可能性のる変化についての最小のメンバ、あるいは
最小の勾配（一またはそれ以上の状態パラメータにおいて変化がある時、最大の時受荷重
）を表す少なくとも一つの第１サブアセンブリを事前に確認し、格納することにより、か
つ、現在のパラメータまたは複数のパラメータについて軸受荷重の割り当てられた値を読
み取ることにより、確認され、最大の数のパラメータまたは最大の数の可能性のある変化
または最も高い勾配（一またはそれ以上の状態パラメータにおける最も大きな変化）を有
する少なくとも一つの第２サブアセンブリについて、閾値の露出状態または最大軸受荷重
が、必要に応じてのみ確認される。それ／それらは、操作パラメータおよび／または状態
パラメータの現在当たられた組み合わせに基づいて、必要に従って確認され、例えば、事
前に確認し、格納した値に基づいて、計算を実行し、検証することにより、確認し得る。
この目的で、最大軸受荷重と状態パラメータおよび／または操作パラメータの間の公式的
な関係は、例えば、計算プロトコルとして、事前に判断され、格納される。
【００８５】
　上述した意味における「第１サブアセンブリ」は、例えば、ブーム、およびカウンタウ
ェイトを含む上部構造とすることができ、第２のサブアセンブリは、例えば、アウトリガ
部、上部構造、および上部構造の旋回角を備えるアンダキャリッジとすることができる。
【００８６】
　クレーンの積載荷重または最大軸受荷重は、したがって、事前に格納した値に基づいて
、単に独占的に確認されるだけでなく、事前に格納した閾値曲線は、例えば、それらが容
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易に格納される閾値曲線、つまり、例えば２次元閾値曲線、または３次元閾値曲線、およ
び個々の場合において一またはそれ以上のより高次元の閾値曲線である場合に、および／
または、例えばアンダキャリッジについての計算を検証するために、使用される。しかし
ながら、避けられることは、高次元または無限数の閾値曲線は、考慮すべきパラメータが
あまりにも多く、および／または、一またはそれ以上のパラメータの可能性のある個々の
状態があまりも多い場合には、格納されなければならないだろうということである。本発
明にしたがって、低い次元の閾値曲線のみを用いることは、クレーンの全体の積載荷重を
判断する問題に対して、簡単で部分的な解決を可能とする。複数次元の閾値曲線を用いて
最大軸受荷重について説明のみがされ得るそれらの機能的要素またはサブアセンブリにつ
いては、格納された閾値曲線から確認された部分的な軸受荷重を考慮して、現在発生して
いるパラメータ値またはパラメータの組み合わせから全体の軸受荷重を確認するために、
計算は、例えば、一またはそれ以上の所定の公式的な関係または公式に基づいて実行され
るものであり、安全性の利用として、および既に説明したように、最も低いサブアセンブ
リ固有の最大軸受荷重は、クレーンの最大軸受荷重として確認される。この場合、現在の
構成における最も低い荷重を支えることのできるサブアセンブリは、クレーンの許容最大
軸受荷重を判断する。
【００８７】
　事前に計算された２次元または３次元の閾値曲線、またはブームシステムについての、
およびオプション的に起伏シリンダについての、最大サブアセンブリ固有軸受荷重は、現
在の構成を判断するパラメータについて、例えばメモから読み出され、これらの事前に計
算された閾値曲線または最大サブアセンブリ特定軸受荷重は、クレーンのコントローラに
伝達され得る。
【００８８】
　閾値曲線が読み出された場合、クレーンのコントローラは、例えば、ブームシステムの
現在の構成を検知することに基づいて、例えば、割り当てられた２次元閾値曲線を選択す
ることができる。ブームシステムの構成は、例えば、対応するコードまたは一般的に対応
する構成を入力することにより、例えばユーザの入力により、検知することができ、およ
び／または、一またはそれ以上のセンサにより、完全にまたは付加的に検知され得る。
【００８９】
　センサは、例えば、クレーンのコントローラに対するブームの現在の長さを伝達するブ
ーム上に配置され得る。特にこれに伴って、またはこれに先だって、あるいはこれに続い
て、上部構造の構成要素の検知に基づいて、つまり、例えば、カウンタウェイトを考慮す
ることを含み、相対的な状態パラメータ、および／または操作パラメータを確認すること
ができ、これに基づいて、構成および／またはパラメータに対して割り当てられた上部構
造についての、例えば、２次元閾値曲線を確認することができ、あるいは、それをメモリ
から読むことができる。構成要素または与えられた構成は、上述したように、入力により
、例えば、ユーザによる入力により、および／またはクレーンコントローラもしくは計算
ユニットに接続されたセンサにより、検知できる。パラメータは、これから外れた構成を
現在表すことのできるクレーンの所望の（それに続く）状態との関係で入力され得る。こ
の場合のパラメータは、明確に発生する（例えば、入力された）パラメータとして、参照
もされ得る。
【００９０】
　アンダキャリッジの最大積載荷重は、構成または構成要素、特に、アンダキャリッジの
アウトリガベースの構成またはジオメトリを検知することに基づいて、確認され得る。操
作パラメータおよび／またはアンダキャリッジの構成を説明するのに用いられる状態パラ
メータは、例えば、センサにより入力され得るものであり、および／または確認され得る
。アンダキャリッジの状態パラメータ、つまり、例えば、無限に変化する方法で、および
互いに独立に、伸長しかつ引き込み得る４個の支持部は、説明された例における個々の所
定だけを仮定するのではなく、二つの所定の位置（例えば、完全に引き込まれた支持部お
よび完全に伸長された支持部）の間で、理論的に無限数の値を仮定し得るので、例えば、
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それらが無限に変化する方法で調整し得る場合には、および、複数の支持部、例えば４個
の支持部が与えられるので、これは、理論的に、無限に多数の可能性のある構成となる。
本発明によれば、アンダキャリッジの最大軸受荷重は、予め定められた例についての公式
的関係に基づいて、現在の構成のみについて計算され、事前に計算され、メモリに格納さ
れる際に、その状態のままで、可能性のある全ての状態あるいは異なる個々の状態の可能
性のある組み合わせの全てを計算し、格納する必要はない。この計算は、事前に格納され
た値に基づいて検証され得る。
【００９１】
　計算された閾値の露出状態または最大軸受荷重は、上部構造のブームシステムについて
、アンダキャリッジおよび上部構造の間の明確に発生する旋回角について、上述したよう
に確認された、閾値曲線または軸受荷重を、オプション的に、確認することもできる。オ
プション的に、上記計算は、アンダキャリッジと上部構造の間の全旋回角、つまり、０°
から３６０°の範囲について行われ、上記計算は、前もって、あるいは必要に応じて、例
えば、連続的に、行い得るものであり、旋回角に依存する軸受荷重は、したがって、予め
定め得る。前記計算は、オプション的には、個別の増加においても行われ、例えば、１°
の増加または５°の増加のように、連続的に個々の増加に細分化された場合に、それぞれ
の考えられた旋回位置について、最大軸受荷重がいくつかを確認することができる。
【００９２】
　ゆえに、アウトリガベースのどのような構成についても、および、上部構造とアンダキ
ャリッジとの間のどのような旋回角についても、最大軸受荷重を計算することができ、ク
レーンの閾値曲線は、例えば、これらの複数の計算に基づいて示すことができ、アンダキ
ャリッジに関連する上部構造の異なる旋回角についての最大軸受荷重は、個々の計算に基
づいて示すことができる。この閾値曲線の唯一の可変のパラメータは、旋回角であり、ア
ンダキャリッジの構成は、与えられた状態においては一定であると仮定される。
【００９３】
　事前に格納した閾値曲線の使用は、それ自体知られているが、したがって、低いパラメ
ータの機能的要素またはサブアセンブリについてのみ、前記閾値曲線を事前に計算し、格
納することにより、適切な量まで削減することができ、全体のシステムの可能性のある構
成の全てについて、多数の閾値曲線を最早事前に計算し、格納する必要性をなくする。説
明した例における可変のアウトリガベースのような機能的要素またはサブアセンブリの場
合は、本発明によれば、考えられる異なる個々の位置または組み合わせについての多数の
閾値曲線は、事前に計算されず、格納されないが、計算が実行され、前記計算は、（比較
的少ない）格納されたデータセットに基づいて検証される。結果は、例えば、事前に確認
され、格納された閾値曲線から確認された、クレーンの他の機能的要素またはサブアセン
ブリの最大軸受荷重を付加的に考慮して、全体の軸受荷重を確認するために用いることが
でき、例えば、上部構造とアンダキャリッジとの間の旋回角を唯一のパラメータとして表
す新しい閾値曲線が計算され得る。これは、事前に定められる閾値曲線に関わる労力と、
格納のために必要なメモリを削減する一方で、他方では、理論的に無限数の状態または可
能性のある組み合わせを有するシステム全体についてのクレーンの全体の積載荷重を容易
に確認可能とし、クレーンの全体の積載荷重を、可能な限り最適に用いられることを可能
とする。
【００９４】
　アンダキャリッジと上部構造との間の旋回角は、例えば、センサによって検知され、そ
れぞれの現在発生している厚生についての最大許容軸受荷重を判断するために、クレーン
のコントローラまたは軸受荷重計算ユニットに伝達され得る。
【００９５】
　最大軸受荷重を確認することに加えて、一またはそれ以上の許容最大作業速度を確認ま
たは計算することができ、この点では以下の態様が考え得る。
ａ）閾値積載荷重の現在の利用
ｂ）３次元の閾値曲線内の現在の２次元閾値曲線の位置
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ｃ）現在選択されている操作モード
ｄ）ユーザ入力（確認）のセンサデータの信頼性
【００９６】
　上述したように積載荷重を確認することに基づいて、様々な操作モードを判断すること
が可能であり、かつ、図３から６までに例示するように、それらをユーザに提案できる。
【００９７】
　図３は、「３６０°テーブル」操作モードを示し、全体として旋回範囲から最少積載荷
重が基礎として取得される。ゆえに、旋回中に臨界状態が起きないことが期待される。作
業速度は、独立して制限される必要はない。
【００９８】
　図４は、「制限された作業範囲」操作モードを示す。作業範囲は、特定の範囲（例えば
、後部に対して１８０°）に事前に制限される。選択された作業範囲についての最少積載
荷重は基礎として取得される。旋回についての遮断閾値は、前もって、および、軸受荷重
の利用とは独立して知られる。作業範囲の境界に近づく際、スピードは、丁度良い時に低
減され、旋回動作は、その前または境界で、停止される。
【００９９】
　図５は、「セクタ特定の積載荷重」操作モードを示す。作業範囲は、適切なセクタ（例
えば、左／右に１８０°、または支持部上に９０°）に事前に分けられる。個々のセクタ
についての最少積載荷重は、確認され、基礎として取得される。旋回についての遮断閾値
は、軸受荷重の利用に依存しており、動的に確認されなければならない。許容軸受過剰に
おける変化は、しかしながら、セクタ境界で生まれるようになり得る。ゆえに、速度は、
セクタ境界に近づく際、境界の前または境界で停止した動作に適用できるように、独立し
て低減されなければならない。
【０１００】
　図６は、「最適化さされた積載荷重」操作モードを示す。作業範囲は、有限のセクタ（
例えば５°または１０°）に事前に分けられる。各セクタについての最適または最大積載
荷重は、基礎として取得される。旋回についての遮断閾値は、軸受荷重の利用に依存して
おり、動的に確認される。許容軸受荷重における変化は、いつでも生じ得る。ゆえに、速
度はたえずモニタされ、独立して適合され得るものであり、適用可能なように、許容軸受
荷重および積載荷重の現在の利用の関数として低減され得る。その最大限で、動作は、丁
度よい時に停止される。
【０１０１】
　ゆえに、３次元積載荷重テーブルは、いつでも利用可能であり、オペレータは、図７に
例示されるように、作業タスクに従って対応するモードを選択可能である。代替の操作モ
ードは、例えば、以下のようになり得る。
－　最大積載荷重の利用／作業半径および低減された速度の受け入れおよび／または作業
範囲の制限／旋回角
－　高速での制限されない作業および削減された積載荷重の受け入れ
－　これらの２つのパラメータの組み合わせ
【０１０２】
　例としての一つのシーケンスに従って、以下のようなステップが実行される。
【０１０３】
　ステップ１：ブーム構成のセンサ値を評価し、対応するブーム強度を選択する。
【０１０４】
　ステップ２：「上部構造」サブアセンブリ構成のセンサ値を評価し、サブアセンブリの
強度を計算する。
【０１０５】
　ステップ３：アウトリガのセンサ値を評価し、３６０°曲線を計算する。
【０１０６】
　ステップ４：旋回角のセンサ値およびアウトリーチのセンサ値を評価し、現在の旋回角
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についての許容軸受荷重を確認する。
【０１０７】
　ステップ５：荷重のセンサ値およびアウトリーチのセンサ値を評価し、現在発生してい
る荷重を確認する。
【０１０８】
　ステップ６：ターゲットと実際の値とを比較し、最大許容速度を規制し、危険な動作を
遮断する。
【０１０９】
　図８は、上述した方法を実行することが可能なクレーンを示し、クレーンは、起伏しリ
ンダによってそのピッチの点で設定され得る伸縮ブーム１を備えている。支持部３は、モ
バイルクレーンの前方および後方のそれぞれにおいて、左右の横方向に与えられ、完全に
引き込まれた位置と、完全に伸長された位置との間のいずれかの中間位置をとることがで
きる。カウンタウェイト４は、アンダキャリッジ５に対して３６０°旋回可能な上部構造
６上に設けられ、異なるカウンタウェイトから、複数の予め定められた個々の値のうちの
一つをとることができる。
【０１１０】
　図９は、クレーンの構成または状態パラメータもしくは操作パラメータを判断するため
に、個別に、あるいは組み合わせで使用できる、符号が付されたセンサを備えた、図８に
表したクレーンを示す。ブーム角を判断するための一またはそれ以上のセンサは、符号７
が付された位置に設けられることができる。ブームの長さ、またはブームの伸長状態を判
断するためのセンサは、符号８が付された位置に設けられることができる。起伏シリンダ
圧、ゆえに、操作状態または起伏シリンダ構成を確認するためのセンサが設けられた領域
は、符号９が付される。支持幅を確認するための一またはそれ以上のセンサは、符号１０
が付された位置に設けられることができ、支持圧を確認するセンサは、符号１１が付され
た位置に設けられることができる。カウンタウェイトを判断するセンサは、符号１２が付
され、ケーブル力を判断するセンサは、符号１３が付され、および、付加的な装備（例え
ば、チップシリンダおよび／またはブームに取り付けられたチップにオイルを供給するホ
ースドラム）を検知するセンサは、符号１４が付される。ブーム上の実際の荷重を検知す
るセンサは、例えば、符号１５が付された位置に設けられることができる。
【０１１１】
　図１０は、軸受荷重量を計算するためのフローチャートを示す。図１０の上部のステッ
プに示すように、一度構成に変化があると、構成が最初に判断される。上部の２つのステ
ップを参照のこと。ブームの構成および上部構造の構成は、例えば、判断され、強度曲線
または軸受荷重曲線は、２次元または複数次元となり得る各場合に、確認される。例示さ
れるように、ブームの状態パラメータは、（網羅的ではなく）角度、伸長状態、およびチ
ップである。上部構造の状態パラメータは、例えば（同様に網羅的ではなく）ブームの曲
線、現在のカウンタウェイト、およびリフト機構の状態である。アンダキャリッジの構成
は、アウトリガの可変の支持幅によって、理論的に無限数の状態をとることができ、積載
荷重は、それぞれの伸長状態を判断するために、支持部に設けられたセンサに基づいて、
例えば自動的に確認される、具体的に発生する状態について計算される。格納された値か
ら確認されるブームおよび上部構造の強度曲線の組み合わせにおいて、旋回角に依存した
最大積載荷重を計算することができるので、３次元軸受荷重量は、例えば、生成され、大
きな勾配は、また、検知されることができる。これに関連して、勾配は、例えば、軸受荷
重が、パラメータを変化させることによって、いかに著しく変化するかを示すことができ
る。後者は、安全操作に非常に重要であり、また、独立して評価され得る。特定の構成（
例えば、引き込まれた全てのアウトリガ部）について、１５ｔの軸受荷重が、例えば８０
°の上部構造の与えられた旋回角で許容し得る。構造的な統合性に関連する制限による、
７５°の旋回角での５ｔに対する許容し得る荷重の縮みは、つまり、「角度の変化ごとの
軸受荷重の変化」のこの場合の勾配は、１０／５＝２．０ｔ／°である。しかしながら、
動的およびコントロールに関連する理由により、ある「先行する（precursor）角度」が
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行する角度が１０°の場合、計測は、早くとも８５°で始められなければならないだろう
と思われので、５ｔの点が、上部構造の旋回が鋭く制動される時でさえ、７５°を超える
ことがない。
【０１１２】
　一度、最大軸受荷重が、現在の構成またはそれに続く構成の変化について確認され、計
算されると、それ以降のステップは、操作中に、連続的、または継続的に、実行される。
それぞれの許容最大軸受荷重は、上部構造とアンダキャリッジとの間の現在の旋回角につ
いて判断され得るものであり、例えば、回転角センサによって確認される。これは、半径
軸受荷重曲線について２次元荷重ということになり、例えば、様々な起伏角（半径）につ
いて、軸受荷重を示す。
【０１１３】
　計測された、または入力された現在の荷重を考慮し、例えば、それは、シリンダ圧、角
度、および／または力に基づいて確認されるが、計算は、オペレータに、速度が削減され
るべき、あるいは、クレーンが安全モードに遮断されるべきことを示すために、行われ得
る。この情報は、示されたアクションに自動的に変換され得るものであり、例えば、ウイ
ンドセンサの出力値、および／または支持圧制限、および／またはユーザ入力が考慮され
得る。
【０１１４】
　この情報は、クレーンを操作するために、ドライブコントローラに転送され得る。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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